
 
第44期 定時株主総会資料 

電子提供措置事項のうち法令および定款に基づく 
書面交付請求による交付書面に記載しない事項 

 事業報告 

「業務の適正を確保するための体制」 

「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」 

 連結計算書類 

「連結株主資本等変動計算書」 

「連結注記表」 

 計算書類 

「株主資本等変動計算書」 

「個別注記表」 

 

 
 自 2024 年９月 １日 

 至 2025 年８月 31 日 

 
 

 
 
 

上記事項につきましては、法令および当社定款第 16条第２項の規定に基づき、

書面交付請求をいただいた株主の皆さまに対して交付する書面には記載してお

りません。 

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主

の皆さまに電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面をお送

りいたします。 
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業務の適正を確保するための体制 
 

 当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務

の適正を確保するための体制を以下のとおり決議しております。 
 

（１）当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役員および使用人

の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

イ．当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役員および使用人が、法

令・定款および事業運営の基本方針を遵守することを企業経営における重要事項と位置づけ、社内規程

の整備やコンプライアンスに関する担当役員および担当部門の決定、使用人に対する研修の実施等、コ

ンプライアンス体制の構築、推進を図る。 

ロ．当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役員および使用人が、法令

違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、速やかに報告するものとし、当該

報告を行ったことにより不利な取扱いを受けないことを含め、内部報告体制を整備する。 

ハ．財務報告に係る内部統制を整備・運用し虚偽記載の防止を図る。 

ニ．監査役による監査に加え、内部監査室による内部監査により、定期的に事業活動の適法性、適正性の

検証を行うとともに、内部統制の評価を行う。 

ホ．反社会的勢力との関係断絶および不当要求への明確な拒絶のための体制を構築し、推進する。 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

イ．株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書等（電磁的記録を含む。以下同

じ。）その他取締役の職務執行に係る重要な情報については、法令および社内規程により、適切に保存

および管理を行う。 

ロ．上記の文書等は、取締役および監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。 

 

（３）当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

イ．業務執行におけるリスクについては、社内規程等の整備・充実や、定められた危機管理対策本部およ

び事務局体制の周知徹底などにより、管理体制を構築し、その推進を図る。 

ロ．当社および当社子会社の各部門は、それぞれの部門において予見されるリスクを特定し、発生の未然

防止およびリスク発生時における影響の軽減等を図る。 

 

（４）当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

イ．取締役会は、取締役会規則および細則に則り、経営に関する重要事項の決議を行うとともに、経営計

画および各事業の進捗状況の確認により、経営資源が効率的に運用されているかを検証するため、毎月

１回取締役会を開催する。 

ロ．経営に関する重要事項を速やかに実行するために必要な予算、計画等を検討し、その成果を検証する

ため、毎月１回経営執行会議を開催する。 

ハ．取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に則り、責任

と権限を有する事業部門が迅速に実施する。 

ニ．各事業部門は、取締役会に対し、迅速かつ正確な情報を提供するため、定期的に報告を行う。 

 

（５）当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

イ．子会社の業務執行については、定期的に当社取締役会において報告させる。 

ロ．当社の取締役は、子会社の業務執行について、必要に応じて状況報告を求め、子会社の業務執行を監

視・監督し、適宜、指導・助言を行う。 

ハ．子会社の業務執行のうち重要事項については、当社の決裁を受けることとし、内部牽制を働かせる。 

ニ．当社の内部監査部門は、子会社における業務の適正性に関し、監査を実施する。 

 

（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項ならびに当該使用人

の取締役からの独立性に関する事項 

イ．現在、専属の監査役スタッフは置いていないが、今後その必要性が生じた場合には、監査役の意向を

踏まえて配置するものとする。 
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ロ．監査役スタッフを配置した場合に、当該スタッフが他部門の使用人を兼務する場合は、監査役から指

示を受けたときには、その業務を優先して従事するものとする。 

ハ．当該スタッフの任命・異動等、人事に係る事項の決定には、監査役の意向を反映させるよう配慮し、

取締役からの独立性を確保する。 

 

（７）当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役員および使用人

が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

イ．監査役は、重要事項の決議および業務の執行状況を把握するため、取締役会ならびに経営に関わる重

要な会議に出席し、報告を受けることができる。 

ロ．当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役員および使用人は、監査

役が重要事項について報告を求めた場合は、速やかに対応するものとする。 

ハ．当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役員および使用人は、監査

役に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けな

いことを社内規程等において整備し、運用する。 

 

（８）監査役の職務の執行について生ずる費用または償還の手続きその他の当該職務の執行につい

て生ずる費用等の処理に関する事項 

 監査役がその職務の執行について必要な費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに当該

費用または債務を処理する。 

 

（９）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

イ．監査役会は、定期的に会計監査人と当社監査役および内部監査部門が意見交換をする機会を設ける。 

ロ．監査役会は、必要に応じて会計監査人と当社取締役が意見交換をする機会を設ける。 

 

（10）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および体制 

 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は一切持たないことを基本姿勢と

し、次の内容を実施する。 

・反社会的勢力からの被害を防止する体制として管理本部担当役員を責任者とし、総務担当部門を統括部

門とする。 

・「高知県企業防衛連絡協議会」、「公益財団法人暴力追放高知県民センター」等の外部の専門機関に加入

し、最新情報の収集および反社会的勢力の排除に努める。 

・反社会的勢力からの不当要求に対する予防措置として、統括部門において情報の収集および一元管理す

るとともに、マニュアルを充実させていくなど体制整備を図る。 

 

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 
 

 当期（2024年９月１日から2025年８月31日）における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の

概要は以下のとおりです。 
 

（１）重要な会議の開催状況 

 主な会議の開催状況は以下のとおりです。 

イ．取締役会は12回開催され、経営に関する重要事項の決議を行うとともに、四半期ごとに全部門および

子会社から業務執行について報告させ、経営計画および各事業の進捗状況の確認を行っております。 

ロ．経営執行会議は12回開催され、経営に関する重要事項の執行のために必要な予算、計画を検討し、そ

の成果を検証しております。 

ハ．監査役会は12回開催されております。 

 

（２）コンプライアンス推進体制の整備 

 技研グループコンプライアンス管理規程に基づき、コンプライアンス責任者および推進担当部門を定め

るとともに内部通報体制を整備し、事業活動全般におけるコンプライアンスの徹底を図っております。 
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（３）財務報告に係る内部統制について 

 財務報告に関する虚偽記載の防止のため財務報告に係る内部統制の基本方針書および内部統制規程に基

づき、財務報告に係る内部統制を運用し、以下の項目について、その有効性の評価を実施しております。 

イ．連結売上高に占める売上高の割合から重要性が高いと判断した当社および子会社の事業拠点における

全社的な内部統制 

ロ．連結売上高に占める売上高の割合から重要性が高いと判断した当社および子会社の事業拠点における

全社的観点から評価する決算財務報告プロセスに係る内部統制 

ハ．連結売上高に占める売上高の割合等から重要性が高いと判断した当社および子会社の事業拠点におけ

る業務プロセスに係る内部統制 

ニ．上記ハ．以外に、財務報告への影響を勘案して、個別に評価対象に追加した業務プロセスに係る内部

統制 

ホ．当社および子会社のシステムにおけるIT全般統制およびIT業務処理統制 

 

（４）内部監査の実施について 

 年間計画に基づき、内部監査室において、当社および子会社の業務の適正性について監査を実施してお

ります。 

 

（５）監査役の職務の執行について 

 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、重要事項の決議および業務

の執行状況を把握するため、取締役会および経営に関わる重要な会議に出席し、必要な報告を受けており

ます。 



連結株主資本等変動計算書 
 

自 2024年９月１日 

至 2025年８月31日 

(単位：百万円)

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株 主 資 本 
合 計 

当期首残高 8,958 10,128 22,602 △1,783 39,905 

当期変動額      

剰余金の配当   △1,178  △1,178 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
  1,487  1,487 

自己株式の取得    △499 △499 

自己株式の処分    33 33 

自己株式処分差益  14   14 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

     

当期変動額合計 － 14 309 △466 △142 

当期末残高 8,958 10,142 22,911 △2,250 39,762 

 

 その他の包括利益累計額 

純 資 産 
合 計  

そ の 他 
有 価 証 券 
評価差額金 

為 替 換 算 
調 整 勘 定 

退職給付に 
係る調整 
累 計 額 

そ の 他 の 
包 括 利 益 
累計額合計 

当期首残高 75 390 75 541 40,446 

当期変動額      

剰余金の配当     △1,178 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
    1,487 

自己株式の取得     △499 

自己株式の処分     33 

自己株式処分差益     14 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

114 △208 75 △18 △18 

当期変動額合計 114 △208 75 △18 △161 

当期末残高 189 182 151 523 40,285 

 



連  結  注  記  表  

 
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 
（１）連結子会社の数および主要な連結子会社の名称 

 連結子会社の数 ４社 

 連結子会社の名称 

           株式会社 技研施工 

            Giken Europe B.V. 

           Giken Seisakusho Asia Pte., Ltd. 

           Giken America Corporation 

    

（２）非連結子会社の名称等 

  非連結子会社の名称 

            株式会社 高知技研コンサルタント 

            株式会社 ジーアンドビー 

            株式会社 エムアンドエム 

 シーアイテック 株式会社 

   連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、いずれも小規模であり、各社の総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算

書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

 

２．持分法の適用に関する事項 
持分法を適用していない非連結子会社および関連会社の名称等 
            株式会社 高知技研コンサルタント 

            株式会社 ジーアンドビー 

            株式会社 エムアンドエム 

 シーアイテック 株式会社 

G-Kracht B.V. 
持分法適用の範囲から除いた理由 

持分法非適用会社は、各社の当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。 

 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。 
         会   社   名          決 算 日 

Giken Europe B.V. ５月31日 

Giken Seisakusho Asia Pte., Ltd. ６月30日 

Giken America Corporation ５月31日 

 連結計算書類作成に当たっては、連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、同決算日の翌日から連結決算日までの期間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。 

 



４．会計方針に関する事項 
（１）重要な資産の評価基準および評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

市場価格のない 

株式等以外のもの･････決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

市場価格のない 

株式等････････････････移動平均法による原価法を採用しております。 

② デリバティブ ････････････時価法を採用しております。 
③ 棚卸資産 

製品、仕掛品および 

未成工事支出金 ････････個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。 
原材料 ････････････････月別総平均法による原価法（貸借対照表価額については、

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用してお

ります。 
ただし、中古機は個別法による原価法（貸借対照表価額

については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

を採用しております。 
     

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 
① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当社および国内連結子会社は定率法（ただし、当社のレンタル資産については経済

的、機能的な実情を勘案した合理的な償却年数による定額法、当社および国内連結子

会社の1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）ならびに2016年４月１

日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法）を、在外連結子会社

は定額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物   ３年～50年   
機械装置及び運搬具 ２年～17年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 
定額法を採用しております。なお、当社および国内連結子会社の自社利用のソフト

ウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。 
③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
 

（３）重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 ････････････当社および国内連結子会社は、売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。また、在外

連結子会社では、債権の実態に応じ貸倒見積高を計上して

おります。   



② 賞与引当金 ････････････従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見

込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。 
③ 受注工事損失引当金 ････受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度

末において見込まれる未引渡工事の損失見込額を計上して

おります。 
 
（４）退職給付に係る会計処理の方法 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 
 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰

属させる方法については、給付算定式基準によっております。 
② 数理計算上の差異の費用処理方法 
 数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（15 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理しております。 
③ 小規模企業等における簡便法の採用 
 一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算にあたって、

企業年金制度について、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とす

る方法（簡便法）を適用しております。 
 
（５）重要な収益および費用の計上基準 

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義

務の内容および当該履行義務の充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以

下の通りであります。なお、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。 
① 建設機械事業 

建設機械事業においては、主に油圧式杭圧入引抜機および周辺機器の製造・販売を

行っております。製品販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転され

るまでの期間が短期間であるため、出荷時に収益を認識しております。また、輸出製

品販売については、船積時点で顧客が製品に対する支配を獲得したと考えられること

から、履行義務が充足したと判断し、収益を認識しております。 
② 圧入工事事業 

圧入工事事業においては、主に工事契約を締結しております。当該契約については、

一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に

基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生し

た工事原価が、予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。 
 
（６）重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外連結子会社の資産および負債ならびに収益お

よび費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含めております。 
 
 
 
   



（７）重要なヘッジ会計の方法 
① ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約

については振当処理によっております。 
② ヘッジ手段とヘッジ対象 
 為替予約を手段として、契約時に存在する債権債務等を対象としております。 

③ ヘッジ方針 
 社内規程においてヘッジの手段と対象を定め、為替変動リスクをヘッジする目的で

行っております。 
④ ヘッジ有効性評価の方法 
 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計または相場変動を比較し、その変動額の比率によって有効性

を評価しております。 
 
会計方針の変更に関する注記 

１.「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用 

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第 27 号 2022 年 10 月 

28 日。以下「2022 年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用してお 

ります。これによる連結計算書類に与える影響はありません。 

なお、法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、 

2022 年改正会計基準第 20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係 

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2022 年 10 月 28 日。）第 65－２項 

(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。 

 

会計上の見積りに関する注記 

１. 一定の期間にわたり充足される履行義務による収益 
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

完成工事高    8,680百万円 
 

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 
履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法により計上され

る完成工事高については、工事収益総額、工事原価総額および連結会計年度末における

工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて計上しております。なお、工事進捗度の測

定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に占

める割合に基づいて行っております。工事原価総額は、工事契約の履行に必要となるす

べての作業内容に関する見積原価を含めて作成しております。また、当事者間の新たな

合意による工事契約の変更、作業方法の見直し等、工事着手後の状況の変化による作業

内容の変更について、適時・適切に見積りを行い、工事原価総額に反映しております。 
 しかしながら、当該見積りについては不確実性を伴うものであり、想定していなかっ

た原価の発生等により、実際に生じた金額が見積りと異なった場合には、翌連結会計年

度の完成工事高に影響を与える可能性があります。   



２. 棚卸資産の評価 

（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 
棚卸資産 

（内訳）製品               4,384百万円 

    仕掛品               777百万円 

    未成工事支出金             32百万円 

    原材料及び貯蔵品         2,809百万円 

 

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 
当社グループは、棚卸資産の評価方法として原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しており、期末における正味売却価額が

取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とし

ております。市場環境の悪化による顧客の需要減少や製品ライフサイクルの変化等に伴

い、棚卸資産の収益性の低下、滞留、陳腐化が生じた場合、将来において追加の評価損

の計上が必要となる可能性があります。 

 

連結貸借対照表に関する注記 

１． 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権および契約資産の金

額は、「収益認識に関する注記」の「３(１)契約資産および契約負債の残高等」に記載の

とおりです。 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額         15,207百万円 

 

３．担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物                   127百万円 

土地 1,714百万円 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 350百万円 

長期借入金 422百万円 

（内１年内返済予定の長期借入金   97百万円） 

 

４．保証債務 

債務保証                      2百万円 

 

５．期末日満期手形等 

   連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の 

休日でしたが、満期日に決算が行われたものとして処理しております。 

受取手形   24百万円 

電子記録債権  300百万円 
 

  



連結株主資本等変動計算書に関する注記 

１．発行済株式の種類および総数に関する事項 

 
当連結会計年度 

期 首 株 式 数 

当連結会計年度 

増 加 株 式 数 

当連結会計年度 

減 少 株 式 数 

当連結会計年度末 

株 式 数 

普通株式 28,194,728 株    － 株 － 株 28,194,728 株 

 
２．自己株式の種類および株式数に関する事項 

 
当連結会計年度 

期 首 株 式 数 

当連結会計年度 

増 加 株 式 数 

当連結会計年度 

減 少 株 式 数 

当連結会計年度末 

株 式 数 

普通株式 1,427,022 株  347,503株 26,804株 1,747,721 株 

（注）１．自己株式の増加は、2025年４月10日開催の取締役会決議に基づく市場買付けお

よび単元未満株式の買取りならびに譲渡制限付株式の無償取得によるものであり

ます。 

   ２．自己株式の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるもので

あります。 

 

３．剰余金の配当に関する事項 
（１）配当金支払額等 

決 議 
株式の 

種 類 

配当金の 

総  額 

１株当たり 

配 当 額 
基準日 効力発生日 

2024年11月26日 

定時株主総会 

普 通 

株 式 
588百万円 22円 2024年８月31日 2024年11月27日 

2025年４月10日 

取 締 役 会 

普 通 

株 式 
589百万円 22円 2025年２月28日 2025年５月８日 

計  1,178百万円    

   
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と 

なるもの 
2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項

を次のとおり提案しております。 
① 配当金の総額 846百万円 

② １株当たり配当額 32円 
③ 基準日 2025年８月31日 
④ 効力発生日 2025年11月28日 

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。 
  



収益認識に関する注記 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

 （単位：百万円）

 報告セグメント 
合計 

 建設機械事業 圧入工事事業 

売上高    
日本 13,022 8,301 21,323 

その他の地域 4,634 379 5,014 

顧客との契約から 
生じる収益 17,656 8,680 26,337 

外部顧客への売上高 17,656 8,680 26,337 

約束された対価は履行義務の充足時点から概ね５ヶ月以内に支払いを受けており、対

価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。 
 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

「４．会計方針に関する事項（５）重要な収益および費用の計上基準」に記載のとおりであ

ります。 

 

３．当連結会計年度および翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

（１）契約資産および契約負債の残高等 

  （単位：百万円） 

 当連結会計年度期首 

（2024年９月１日） 

当連結会計年度期末 

（2025年８月31日） 

顧客との契約から生じた債権 4,988 6,018 

契約資産 238 809 

契約負債 3,239 2,887 

契約資産は、主として一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、収益

を認識したが、未請求の履行義務に係る対価に対する当社グループの権利に関するもの

であります。契約資産は、対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧

客との契約から生じた債権に振り替えられます。契約負債は、主に製品の引き渡しおよ

び役務の完了前に、当社グループが顧客から受け取った対価であります。 
当連結会計年度に認識した収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた

額は、920百万円であります。 
 

（２）残存履行義務に配分した取引価格 

当連結会計年度末において、残存履行義務に配分した取引価格の総額および収益の認

識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。なお、当社グループでは、残存履行

義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契

約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。 
 （単位：百万円） 

 当連結会計年度 

１年以内 1,297 

１年超２年以内 951 

２年超３年以内 450 

３年超 767 

合計 3,466 

 



金融商品に関する注記 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については短期的な預金および安全性の高い金融商品等に

限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブ取引

については、財務上発生する為替変動リスクを回避する目的のためにのみ行っており、

投機的な取引は一切行わない方針であります。 
 

（２）金融商品の内容およびそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒さ

れております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建営業

債権は、為替の変動リスクに晒されております。 

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式および投資信託等であり、そ

の一部は市場価格の変動リスクに晒されております。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。また、その

一部には、外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同

じ外貨建売掛金残高の範囲内にあります。長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達

であり、その一部は金利の変動リスクに晒されております。 

デリバティブ取引は、主として為替変動リスクを回避するために行っており、必要な

範囲内での為替予約取引を利用しております。 

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権に係る信用リスクについては、社内規程に基づき、顧客の信用状況を十分

調査するとともに営業債権の期日管理および残高管理を行い、リスク低減を図ってお

ります。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

外貨建債権債務については、為替の変動リスクを回避する目的で為替予約取引等を

行っております。 

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。 

変動金利の借入金については、定期的に市場金利の状況を把握することにより、リ

スク低減を図っております。 

デリバティブ取引については、社内規程に定められた決裁手続を経て、財務担当部

門内において、実行および管理をそれぞれ行っております。 
③ 資金調達に係る流動性のリスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の

管理 

当社は、各部署からの報告に基づき、財務担当部門が適時に資金繰計画を作成・更

新するとともに、手許流動性の確認をすることなどにより流動性を管理しております。 

 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的 

   に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変更要因を織り込ん 

   でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあり 

   ます。 

 

 

 

 

 

 



２．金融商品の時価等に関する事項 

2025年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、

次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額815百万円）

は、「その他有価証券」には含めておりません。また、現金及び預金、受取手形、売掛金

及び契約資産、電子記録債権、支払手形及び買掛金、短期借入金（１年内返済長期借入金

を除く）は現金であること、および短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するこ

とから、注記を省略しております。  

 （単位：百万円） 

  
連結貸借対照表 

計 上 額 
時  価 差  額 

(1) 投資有価証券    
その他有価証券 1,404 1,404 ― 

(2) 長期借入金(※１) (675) (670) △4 

（※１）１年内返済予定の長期借入金を含めております。 
（※２）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格に

より算定した時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプッ

トを用いて算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル

に時価を分類しております。 

（１）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券     

その他有価証券（※）     

  株式 709 ― ― 709 

  債券 

    投資信託 

― 

― 

586 

108 

― 

― 

586 

108 

     

 

 



（２）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金 ― (670) ― (670) 

（注）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明 

投資有価証券 

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引され

ているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。債券は、市場での取引

頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル

２の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託について

は、解約または買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重

要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。 

長期借入金 

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想

定される利率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

賃貸等不動産に関する注記 

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

 

１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 1,523円25銭 

１株当たり当期純利益 55円74銭 

  (注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

 

重要な後発事象に関する注記 

自己株式の取得及び消却 

当社は、2025 年 10 月 10 日の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定により読み

替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決定する

とともに、同法第178条の規定に基づき、自己株式消却に係る事項について決定いたしまし

た。 

（１）自己株式の取得を行う理由 

資本効率の向上および株主還元の充実により、さらなる株主価値向上を図るため。 

（２）自己株式の取得に係る事項の内容 

① 取得する株式の種類    当社普通株式 

② 取得する株式の総数    1,380,000 株（上限） 

               （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 5.22％） 

③ 株式の取得価額の総額   20 億円（上限） 

④ 取得する期間       2025 年 10 月 14 日～2026 年５月 31 日 

⑤ 取得方法         東京証券取引所における市場買付け 

 

 

 



（３）自己株式の消却に係る事項の内容 

① 消却する株式の種類    当社普通株式 

② 消却する株式の総数    1,120,000 株に上記（２）に基づき取得した自己株式全数

 を加えた株式数 

（消却前の発行済株式総数に対する上限割合 8.87％） 

③ 消却予定日        1,120,000 株：2025 年 10 月 31 日 

上記（２）に基づき取得した全株式：2026 年６月 30 日 

 

その他注記 

訴訟に関する事項 

当社の元連結子会社である J Steel Group Pty Limited（以下「J Steel」といいます。）は、

オーストラリアで受注した工事の契約履行に関して、発注元である取引先（以下「取引先」

といいます。）に対して金融機関による保証を設定しておりました。2023 年８月期において、

取引先がその権利を行使し金融機関が同保証を履行したことにより、J Steel は金融機関に対

して 11 百万豪ドル（1,035 百万円）の支払義務が発生しました。当社は、同金融機関保証に

ついて親会社保証を設定していたことから金融機関に対して 11 百万豪ドル（1,035 百万円）

の代位弁済を行い、J Steel に対する債権として連結貸借対照表の投資その他の資産「その他」

に計上しておりました。J Steel は金融機関の保証履行金額の返還に向けて取引先と係争中で

あり、当社と J Steel は、その返還が行われれば代位弁済額が当社に返還されることになる契

約を結び、当該係争の解決に向けて協力することとしておりました。 

しかしながら、J Steel による係争の進捗状況を踏まえると、早期決着の可能性が低くなり、

このまま当契約を継続することは、継続的な専門家報酬等の発生による当社の債権回収額の

減少につながると判断したことから、当社は J Steel に対して 2024 年８月に当契約の解除を

要求し、改めて債権の権利行使をしました。 

これに対し、J Steel は当社の手続きの不当性を主張し、契約解除の差止等を求める訴訟を

提起しました。当社としましては、当社の判断および手続きが正当であることに疑いありま

せんが、本件訴訟の長期化による今後の経営に与える影響等を鑑み、和解により終結させる

ことといたしました。 

当該和解に伴い、2025 年８月期連結決算において、訴訟関連損失として ３百万豪ドル

（301 百万円）を計上するとともに、J Steel に対する債権を放棄したことにより回収不能と

なった金額について、貸倒引当金繰入額 511 百万円を特別損失として計上いたしました。 

 

(注)（）内の金額については、2025 年５月末日時点における為替レートで換算しております。 



 

 

 

 

 

株主資本等変動計算書 
 

  自 2024年９月１日 

至 2025年８月31日 
  (単位：百万円)

 株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 

資本準備金 
その他 

資  本 

剰余金 

資本剰余

金合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利 益 

剰余金 

合 計  
買換資産 
圧   縮 

積 立 金 
別途積立金 

繰越利益 

剰 余 金 

当期首残高 8,958 10,118 9 10,128 265 44 6,300 12,419 19,030 

当期変動額          

新株の発行          

剰余金の配当        △1,178 △1,178 

当期純利益        774 774 

自己株式の取得          

自己株式の処分          

自己株式処分差益   14 14      

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 
         

当期変動額合計 － － 14 14 － － － △403 △403 

当期末残高 8,958 10,118 24 10,142 265 44 6,300 12,016 18,626 

 

 

 株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
 自己株式 株主資本合計 

その他有価証券 
評 価 差 額 金 

評価・換算 

差額等合計 

当期首残高 △1,783 36,333 74 74 36,407 

当期変動額      

新株の発行      

剰余金の配当  △1,178   △1,178 

当期純利益  774   774 

自己株式の取得 △499 △499   △499 

自己株式の処分 33 33   33 

自己株式処分差益  14   14 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
  114 114 114 

当期変動額合計 △466 △855 114 114 △741 

当期末残高 △2,250 35,477 188 188 35,665 

 



個  別  注  記  表  

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．資産の評価基準および評価方法 

（１）有価証券の評価基準および評価方法 

子会社株式および 

関連会社株式············· 移動平均法による原価法を採用しております。 

その他有価証券 

市場価格のない株式等 

以外のもの ············· 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

を採用しております。 

市場価格のない株式等 ··· 移動平均法による原価法を採用しております。 

 

（２）デリバティブ等の評価基準および評価方法 

デリバティブ ············· 時価法を採用しております。 

 

（３）棚卸資産の評価基準および評価方法 

製品、仕掛品および 

未成工事支出金 ··········· 個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。 
原材料 ··················· 月別総平均法による原価法（貸借対照表価額については、

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しており

ます。 
ただし、中古機は個別法による原価法（貸借対照表価額に

ついては、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採

用しております。 
 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、レンタル資産については経済的、機能的な実情を勘案した合理的な

償却年数による定額法、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）ならび

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法）を採用

しております。また、2007年８月31日付で吸収分割により承継した機械及び装置につい

ては、定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物 ３年～38年   

機械及び装置 ２年～17年 

 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいております。 

 

 （３）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 



３．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

 

（２）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負

担額を計上しております。 

 

（３）受注工事損失引当金 

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において見込まれる未引渡工

事の損失見込額を計上しております。 

 

（４）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費

用処理しております。 

 

４．収益および費用の計上基準 
 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容およ

び当該履行義務の充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りでありま

す。なお、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。 
① 建設機械事業 

建設機械事業においては、主に油圧式杭圧入引抜機および周辺機器の製造・販売を行っ

ております。製品販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの

期間が短期間であるため、出荷時に収益を認識しております。また、輸出製品販売につい

ては、船積時点で顧客が製品に対する支配を獲得したと考えられることから、履行義務が

充足したと判断し、収益を認識しております。 
② 圧入工事事業 

圧入工事事業においては、工事契約を締結しております。当該契約については、一定の

期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益

を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、

予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。 

 

５．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。   



６．ヘッジ会計の方法 

（１）ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約に

ついては振当処理によっております。 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 
為替予約を手段として、契約時に存在する債権債務等を対象としております。 

 

（３）ヘッジ方針 
社内規程においてヘッジの手段と対象を定め、為替変動リスクをヘッジする目的で行

っております。 

 

（４）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計または相場変動を比較し、その変動額の比率によって有効性を評

価しております。 

 
７．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

（１）退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結計算書類におけるこ

れらの会計処理の方法と異なっております。 

 

会計方針の変更に関する注記 

１.「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用 

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第 27 号 2022 年 10 月 28 

日。以下「2022 年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。 

これによる計算書類に与える影響はありません。 

なお、法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、 

2022 年改正会計基準第 20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係 

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2022 年 10 月 28 日。）第 65－２項 

(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。 

 
会計上の見積りに関する注記 

１. 棚卸資産の評価 

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額 
棚卸資産 

（内訳）製品               3,972百万円 

    仕掛品               777百万円 

    原材料及び貯蔵品         2,592百万円 

 

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 
連結計算書類「連結注記表 会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載して

いるため、注記を省略しております。 

 

貸借対照表に関する注記 

１．関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く） 

短期金銭債権 1,037百万円 短期金銭債務 24百万円      

   

      



２．有形固定資産の減価償却累計額       14,168 百万円 

 

３．担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物                 127百万円 

土地                1,714百万円 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金   350百万円 

長期借入金   422百万円 

（内１年内返済予定の長期借入金    97百万円） 

 

４．保証債務 

債務保証                    2百万円 

 

５．期末日満期手形等 

   会計年度末日満期手形の会計処理については、当会計年度の末日が金融機関の休日でし 

たが、満期日に決算が行われたものとして処理しております。 

受取手形   24百万円 

電子記録債権  281百万円 
 

損益計算書に関する注記 

関係会社との取引 
営業取引による取引高          4,591百万円 

営業取引以外の取引高           435百万円  
 

株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度末における自己株式の種類および株式数 普通株式 1,747,721株 

 



税効果会計に関する注記 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 （繰延税金資産） 

   棚卸資産評価減 408 百万円 

   賞与引当金 165 百万円 

   関係会社株式評価損 711 百万円 

契約負債 804 百万円 

   その他    567 百万円 

   小計 2,657 百万円 

  評価性引当額 △825 百万円 

  繰延税金資産合計 1,832 百万円 

 （繰延税金負債） 

   買換資産圧縮積立金 20 百万円 
長期前払費用  6 百万円 

 その他有価証券評価差額金              85 百万円   

  繰延税金負債合計    112 百万円 

  繰延税金資産の純額 1,719 百万円 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別

の内訳 

法定実効税率 30.4％ 

  （調整） 

   交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8％ 

    評価性引当額の増減額 △11.6％ 

  受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △12.7％ 

  住民税均等割等 2.4％ 

  その他   △1.5％ 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率    7.8％ 

 

 



関連当事者との取引に関する注記 

１．親会社および法人主要株主等 

 該当事項はありません。 
 
２．子会社等 

種類 
会社等 

の名称 

議決権等 

の 所 有 

（被所有）

割合 

関連当事者 

と の 関 係 

取 引 

内 容 

取 引 

金 額 

(百万円) 

科 目 

期 末 

残 高 

(百万円) 

子会社 

株式会社 

技研施工 

（所有） 

直接 100％ 

当社製品の販売 

およびレンタル 

役員の兼任 

当社製品の販売 

およびレンタル 

(※１) 

457 

受取手形、売

掛金及び契約

資産 

135 

Giken Europe 

B.V. 

（所有） 

直接 100％ 

当社製品の販売 

およびレンタル 

当社製品の販売 

およびレンタル 

(※１) 

1,558 

受取手形、売

掛金及び契約

資産 

370 

Giken Seisakusho Asia 

Pte., Ltd. 

（所有） 

直接 100％ 
当社製品の販売 

当社製品の販売 

(※１) 
1,777 

受取手形、売

掛金及び契約

資産 

512 

Giken America 

Corporation 

（所有） 

直接 100％ 

当社製品の販売 

資金の貸付 

当社製品の販売 

(※１) 
550 

受取手形、売

掛金及び契約

資産 

0 

増資の引受 

(※３) 
1,190 － － 

貸付金の回収 

（※２） 
398 － － 

利息の受取 

（※２） 
2 － － 

 

（※１）上記会社への当社製品の販売およびレンタルについては、市場価格を参考に決定して

おります。 

（※２）資金貸付の金利については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受

け入れておりません。 

（※３）増資の引受は、子会社が行った増資を引き受けたものであります。 

 

 

  



 

収益認識に関する注記 

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認識に

関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。 

 

１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 1,348円57銭 

１株当たり当期純利益 29円03銭 

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

 

 

 

 


